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東日本大震災からの復興・再生

環境再生事業の概要と役割分担

被災家屋等の解体

津波による災害廃棄物 除染

国直轄エリア
（除染特別地域、対策地域）指定廃棄物

○ 避難指示が発令された区域は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、除染特別地域、汚
染廃棄物対策地域（通称：対策地域）として国が除染・廃棄物処理を担当。
○ その他の地域については、
・除染については、国が汚染状況重点調査地域を指定し、市町村が除染を実施。
・廃棄物処理については、区域にかかわらず、8,000Bq/kg超の廃棄物は指定廃棄物として国が、
それ以外の廃棄物は市区町村又は排出事業者が処理責任を負う。
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避難指示解除準備区域
【2011年当時、放射線量が年間20ミリシーベルト以下・立入り可】

居住制限区域
【2011年当時、放射線量が年間20～50ミリシーベルト・立入り可】

帰還困難区域
【2011年当時、放射線量が年間50ミリシーベルト超・原則立入禁止】

「たとえ長い年月を要するとしても、将来的に全てを避難指
示解除し、復興・再生に責任を持って取り組む」方針。

①特定復興再生拠点区域(青色部分)【 2017～2018年度区域認定】
・帰還困難区域のうち、5年を目途に避難指示を解除し、

住民の帰還を目指す区域
・2017年12月より、順次除染・解体等工事に着手。
→2020年3月に双葉町、大熊町、富岡町の一部を解除
→2022年避難指示解除：葛尾村、大熊町、双葉町

2023年避難指示解除：浪江町(3/31)・富岡町(4/1）
飯舘村(5/1)

②特定帰還居住区域(灰色部分内で区域は今後設定される。)
・帰還困難区域の拠点区域外において、避難指示解除による住民の

帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指す区域
→今後、計画認定後に本格的な除染や家屋等の解体を実施。

全て解除済み。

全て解除済み。

○ 2018年3月までに、帰還困難区域を除く全ての市町村で面的除染完了。

（放射線量が50mSv/年）
【原則立入禁止、宿泊禁止】
※2015年８月19日以降、一部事業活動可

避難指示の解除に向けた取組

【概要】

土壌以外（石礫、金属類等）

除去土壌等の入った
フレキシブルコンテナ

土壌 土壌貯蔵施設

輸送

受入・分別
施設

破
袋
・

ふ
る
い
分
け

＜仮置場＞

※県内1,371箇所
（ピーク時）

福
島
県
外
で
最
終
処
分

２
０
４
４
年
度
末
ま
で

土壌貯蔵施設

受入・分別施設 ＜中間貯蔵施設＞

＜除染＞ ＜中間貯蔵施設内での作業＞

○原発事故由来の放射性物質による影響を速やかに低減するため、2011年度より国・市町村が除染を実施。
○福島県内の除染で発生した大量の除去土壌等を貯蔵するため、2011年度閣議決定の「放射性物質汚染対策
特別措置法基本方針」等に「中間貯蔵施設の整備」を位置づけ。

○福島県内除去土壌等は「中間貯蔵開始後30年以内（2044年度末まで）に福島県外で最終処分」と法律で規定。
○2014年に福島県、大熊町、双葉町に容認していただき、2015年3月から各市町村の仮置場等にある

除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を開始。
○帰還困難区域を除く除去土壌等の搬入は2022年３月までに概ね完了。※2023年4月末時点約1,347万㎥（帰還困難区域を含む）

宅地や農地等の除染

細谷川
陳場沢川

東京電力
福島第一
原子力発電所

夫沢川
小入野川 熊川

1 km 大熊町

国道６号 受入・
分別施設

仮設焼却施設・
仮設灰処理施設

技術実証フィールド

廃棄物貯蔵施設

ベルトコンベア

中間貯蔵工事
情報センター双葉町

土壌貯蔵施設

仮設焼却施設・
仮設灰処理施設

保管場所

保管場所

ベルトコンベア

土壌貯蔵施設

保管場所受入・
分別施設 土壌貯蔵施設

北 面積：約1,600ha

福島の環境再生に向けた今後の課題（中間貯蔵施設）
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除染作業で発生した

・土壌

・枝葉や落ち葉

・雨樋の堆積物等

除去土壌等
国が処理責任を負っている特定廃棄物

・8,000Bq/kg超えの廃棄物

（指定廃棄物）

・避難指示区域の解体家屋等
（対策地域内廃棄物）

廃棄物

中間貯蔵施設

［大熊町、双葉町］

＜最終処分場（福島県内）＞

・旧フクシマエコテッククリーンセンター [富岡町]

・クリーンセンターふたば［大熊町］

可能な限り減容・再生利用
中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分

可能な限り減容化

10万Bq/kg超え
10万Bq/kg以下

宅地の除染
家屋等の解体

除去土壌と廃棄物の処理（福島県内）

県外最終処分、再生利用の基本的考え方

○ 福島県内で発生した除去土壌等については、中間貯蔵開始後30年以内（2044年度末まで）に、福島県外で最
終処分を完了するために必要な措置を講ずることと法律で規定。県外最終処分量を低減するため、政府一体と
なって、除去土壌等の減容・再生利用等に取り組んでいる。

○ 減容・再生利用の推進に当たっては、2016年に策定し、2019年に見直しを行った「中間貯蔵除去土壌等の減
容・再生利用技術開発戦略」及び「工程表」に沿って、具体的な取組を進めている。

○ 特に、再生利用については、2016年にとりまとめた「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え
方」を指針として、実証事業を実施するとともに、全国民的な理解醸成に取り組み、環境整備を進めている。

○ 2024年度を戦略目標として、基盤技術の開発を進めるとともに、最終処分場の必要面積や構造について実現
可能ないくつかの選択肢を提示することとしている。その上で、2025年度以降に最終処分場に係る調査検討・調
整などを進めていく。

再生資材

覆土材

再生利用

県外最終処分

減容等を図った上で

濃度の低い土壌
除去土壌等の放射能濃度分布

8,000Bq/kg以下

約３/４
8,000Bq/kg超

約１/４

適切な施工・維持管理の下
可能な限り再生利用
（公共事業等）

約1,347万m3

(2023年４月末時点)
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○ 2018年4月に計画認定された飯舘村の「特定復興再生拠点区域」において、除染による発生土（除去土壌）を再生資材化して盛土材と
して使用し、その上に覆土をして、農地として利用する実証事業を実施中。

○ 昨年度、飯舘村長泥地区にて①農地造成(2,3,4工区)、②水田試験、③地元住民と協働して花き類の栽培試験を実施。本年度は、引き
続き農地造成や水田試験を実施予定。

○ これまで福島県内での再生利用の実証事業を通じて安全性等を確認してきた。
○ 県外での最終処分・再生利用を進める一歩として、福島県外においても実証事業を行い、施工前後の空間線量率に変化がないこと

などを確認するとともに、理解醸成の場としても活用するために事業を計画。
○ 「①環境調査研修所」及び「②新宿御苑」については、2022年12月中旬から住民説明に着手。

◇県外実証事業（福島県の除去土壌使用）

●
●

①環境調査研修所
（埼玉県所沢市）

【芝生広場】 ② 新宿御苑
（東京都新宿区）

【花壇】

【実証箇所（候補)】

【スケジュール】

除去土壌

覆土

0.5m
～1.5m

0.5m

集水シート 浸透水集水層

浸透した雨水は
一時貯留し、
安全性を確認後、
下水道等へ放流

【実証イメージ（例：花壇）】

①環境調査研修所（埼玉県所沢市）
12月16日（金）説明会
②新宿御苑（東京都新宿区）
12月21日（水）説明会

◇飯舘村長泥地区での実証事業の主な進捗

福島県内外における再生利用実証事業

○ 農地造成(2,3,4工区)については､除去土壌を用いた盛土が､2022年度
末までに概ね完了｡

○ これまでのモニタリング結果において、空間線量率の変化は見られず、
安全性を確認。

○ また、2019年度から202１年度までに花き類及び野菜等の栽培試験で放射性
セシウムの濃度を測定した結果、０．１～２．５Bq/kgであり、一般食品の放射
性セシウム濃度の基準である100Bq/kgを大きく下回った。

水田試験・花き類の栽培試験

県道62号線
比曽川

農地造成

飯舘村長泥地区
実証事業現場

2022年11月

水田試験

花き類の栽培試験

【事例：除去土壌の埋立処分実証事業】
分別土壌を敷地内に埋立てた後、空間線量や浸透水の放射性物質濃度のモニ

タリングを実施し、安全性についてのデータを集積。（写真は宮城県丸森町）

※R4 8/27撮影

遮水工設置

※R4 9/7撮影

除去土壌埋立 覆土敷設
50c

m

集水シート

除去
土壌 貯水槽

既存枡

濃度が基準値以
下であることを
確認して放流

集水ピット

ポンプ観測井戸
（採水）

120c
m

30cm以
上

<埋立横断面図>

【事例：特定廃棄物埋立処分施設の概要、放射線量の状況など】

放射線量等のモニタリング結果

○対策地域内廃棄物等 (10万㏃/kg以下）
○福島県内の指定廃棄物 (10万㏃/kg以下）
○双葉郡８町村の生活ごみ

埋立対象物

○廃棄物の搬入開始前から空間線量率や
放射能濃度のモニタリングを実施中。
○搬入開始前後のモニタリング結果において、

空間線量率等の特異的な上昇はない。
○施設下流域の河川水中の放射能濃度は、
調査の結果、全て検出下限値未満
（１㏃/ℓ以下）。

○特定廃棄物（対策地域内廃棄物または指定廃棄物）の埋立処分基準は、
放射性物質汚染対処特別措置法で規定済み。

○所在地：福島県富岡町、楢葉町
○規 模：処分施設面積：約9.4ha、埋立容量：約96万m3

＜埋立作業 写真＞

地盤
既存廃棄物

既存廃棄物

セメント固型化
した廃棄物

セメント固型化
しない廃棄物

遮水シート

土堰堤
（セメント混合土）

ジオグリット

堤体

＜横断面図＞

※R4 10/22 撮影

○除去土壌の最終処分（埋立処分）の基準については、今後、放射性物質汚染対処特措法省令に規定予定。
○この省令の策定に当たっては、福島県外の除去土壌の埋立実証事業における検証結果や、福島県内で実施中の

特定廃棄物の最終処分の実施状況等も踏まえ検討。

福島の環境再生に向けた今後の課題（最終処分）
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○県外最終処分の方針についての認知度は、福島県内で約５割、福島県外では約２割。
○除去土壌の再生利用や最終処分に関する全国民的な理解醸成が必要不可欠であり、環境大臣が出席する対話
フォーラムや除去土壌を用いた鉢植えの設置等の取組を全国で展開中。

全国での
対話フォーラムの実施

除去土壌を用いた鉢植え等の設置

これまでに合計８回開催。

対話の様子はオンラインで公開中。

2023年度は除去土壌を用
いた鉢植えを、中部地方
環境事務所（名古屋）、中
国四国地方環境事務所
（岡山）などに設置。2023
年５月末時点で福島県外1
９施設に設置済み。

2023年３月18日
対話フォーラム（＠仙台）の様子

中間貯蔵施設の土壌貯蔵エリアや飯
舘村長泥地区の実証事業エリアを対象
とした現地見学会を開催。

（飯舘村長泥地区の実証事業エリアの
令和4年度の実績）

視察対応；のべ654名
一般の方対象の現地見学会

；のべ167名

現場見学

環境大臣室総理大臣官邸

新宿御苑

ダボス会議参加メンバー

再生利用実証事業 現地視察

中間貯蔵施設 現地視察

福島県外の大学生

・第1回 2021年05月23日 オンライン配信
・第2回 2021年09月11日 オンライン配信
・第3回 2021年12月18日名古屋
・第4回 2022年03月19日福岡
・第5回 2022年07月23日広島
・第6回 2022年10月31日高松
・第7回 2023年01月21日新潟
・第8回 2023年03月18日仙台

＜これまでの開催実績＞

最終処分・再生利用に係る理解醸成

（YouTubeアーカイブ動画等⇒）

30cm

30cm

敷石

覆土5cm

約5kg

除去土壌

利用のイメージ

↑約5,100Bq/kgの
除去土壌を使用
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